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障害者基本法における障害者の定義も、何らかの障害があるため継続的に日  

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としており、支援の必要性のみに  
よって対象者を定めていない。   

訓練等給付や自立支援医療寧どについては、障害程度区分のような客観的な  

ニ「ズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断する  

ことは困難である。  

○ これらの意見を踏まえ、どのように考えるか。  

○ 支援の必要性によって対象者を剋腹掛塵旦象謹選塑あ亙主  

があるのではないか  q＿．．  

○ 発達障害及び高次脳機能障害について、障害者自立支援法上のサービスをより受   
けやすくするために、障害者自立支援法上の障害者に含まれることを何らかの形で   
明確化する必要がある。   

○ この際、特に発達障害については、・発達障害者支援法が整備され、発達障害者の   
定義規定も置かれていることを踏まえ検討すべき。   

※ 障害者自立支援法の対象者を支援の必要性によって判断することについては、上   
記（障害者の範囲についての基本的考え方）で検討。  

○ 一九難病を身体障害者福祉法上の身体障害に含めることについては、そもそも   
身体障害の認定について、身体機能に一定以上の障害が存在していることや、その  

正一障害が固定又は永続していることなど、これまで州定の考え方に基づいて行ってき   
ているところであり、難病を身体障害に含めることは慎重に検討すべき。  

（発達障害及び高次脳機能障害  

の障害者自立支援法における  

位置付け）  

（難病を身体障害に含めること  

について）  
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○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表   
に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの   

考え方があるが、これを行うこととした場合、市町村窓口における判断業務の困難   

性や身体障筆者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サービスの割引等に広く   

活用されている実態を踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討   

が必要である。  

（身体障害者と手帳との関係）  

○ 現在、知的障害者に係る定義規定はなく、自治体ごとに取り扱いが異なるため、   

統一した定義規定、認定基垂を置くべきではないかという指摘があるが、従来の制   

度の運用への影響に対しても配慮しつつ、知的障害者の判定方法等について十分な   

知見を収集した上で引き続き検討を行う必要がある。  

（知的障害者の定義規定につい  

て）  
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【基本的考え方】   

○ 障害者自立支援法では、費用を広く国民全体で分かち合う観点から、各サービ   
スにかかる費用の9割以上を公費（自立支援医療については保険を含む）で負担   

する一方、利用者にも、所得に応じて最大でも1割までの負担をお願いしている。   

○ これまで、平成19年4月からの特別対策、平成20年7月からの緊急措置と   
2度にわたり利用者負担の軽減措置が行われているが、今後の利用者負担のあり   
方について検討する。  

○ 利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも1割の負担としつつ、低   
所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っているとこ   
ろ。  

（利用者負担についての原則的  

考え方）  

【更に検討すべき点】  

○ これについて、  

廊  

度量量姐屋上皇負旦土且鼻JL・L上屋監象軋」主監むこさ亘り  

・障害者の所得保障が十分でない輌  

があった  

○ 他方、現行制度には、  
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今後とも必要なサービス量の拡大が予想される中、国。都道府県・市町村と≦  

ともに利用者本人も応分の負担を行うことで障害者制度の安定的な運営のた壬  

めに皆で支え合うことができる  

1  

が対等な関係に立つことができる  

原得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り官  
入れることができる  

という特徴がある。  

、盲 ○ これらを踏君え、利用者負奥の在り方について、ど町よぅlこ考える赴」  
l  

■－－－－－●－－－－－一一●－－■■■■■－－■■■■■■－■■－■－◆■一●－■■■■■－一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一■＋－－－－－－一一－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－ －－－－－ － ■1←＋＋■ －蠣 －－－－－－－－一 一  

○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月未までの措置  

とされているがこ平成21年4月以降についても、星麒皇。  

（平成21年4月以降における  

利用者負担の在り方）  

0自立支援医療のうち育成医療については、他と比べ中間所得層の割合が大きくな   

っているが、ほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっておらず負担軽減  

の対象となっていないことから、  なる負担軽減につ  

○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装   
具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべき。  

○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医   

療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関   

係や、医療制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討   

していくことが必要。   



】＿．…，肘W仙＿】＿「＿．＿＿叫▲－ l   
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（Ⅶ）個別論点  

臥竺二旦冬体重  【基本的考え方】  

○ 障害者自立支援法では、3障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用   

者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定の透明化一明確化な   

どの仕組みを導入。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施する。  

○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わ   

せて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービ   

ス体系としている。  

（サービス体系の在り方）  

【更に検討すべき点】  

錘き、あ   

やいは嘲   

∴」∃＿払岨過全⊆⊥．重量旦生起地金運豊力亨艶⊥ニニ＿な 

旦丘 

・凋、冬  

場合がある。  

日払い方式になって報酬の請求事務が煩姓幽  
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きとの  見がある  

⊥刊用者の個別めキーズ鍵 

ニ 

二廟   

塵適 偲良迦旦起底地払熟＿＿＿   

9 

豊里L剋男運ぜ  しないと   

別紙4 †－  

○ 生活面での自立や一般就労への移行など、明確な目的意識を持って一定期間で   
効果的・効率的に訓練を行い、サービスの利用期間の長期化を回避する観点から、   
今後も標準利用期間（自立訓練：1年6か月間～3年間、就労移行支援：2年間）   
を設けるという原則は維持しつつ、必要な見直しを行うべきではないか。   

○ 宿箪型自立訓練については、標準利用期間が更に短く原則1年間とされている   
が、1年間では短いという意見があり、見直しを行うべきではないか。  

（標準利用期間）  

○ 障害者自立支援法の施行に伴い、旧法に基づく施設については平成24年3月   
末までに新体系に基づく事業に移行することとされているが、平成20年4月1  

（新体系への移行の促進）  
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梅  
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地域生活支援事  【基本的考え方】  

○ 地域生活支援事業め充実を図るため、必要な見直しを行うとともに、その一部   

について自立支援給付とすることについて検討する。  

（地域生活支援事業の対象事業）  ○ 地域生活支援事業は、全国一律の基準や利用料で障害者個人に対して給付を行う   
自立支援給付とは異なり、各自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、サービ  
ヽ  ス形態や利用方法等を柔軟に設定するものであり1、その事業量が着実に増加してい   
る。   

今後とも、持続可能な制度を維持するとともに、更に全国的な均てん化を図りつ   
つ、その充実のための方策を検討すべき。  

【更に検討すべき点】  

○ 地域生活支援事業はその実施形態等が各地方自治体の判断にゆだねられてい   

ることが地域間格差を生む原因となっており、各自治体が柔軟に実施すべきもの   
ではなく、全国一律の基準により、個人に対して給付される必要性が高いものに   
ついては、自立支援給付とすることについて検討すべきではないか。   

移動支援について、地域生活支援事業で行われているもののほか、重度の肢  

体不自由者については「重度訪問介護」として、重度の知的障害者及び精神障  
害者については「行動援護」として、自立支援給付とされていることを踏まえ、  

どのよ  えるか。  
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人口の少ない市町村に所在する作業所の移行を促進するため、  センタ  

「について、より少人数で活動可能な形態を‡新設することを検討すづ阜。  

37  
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‥－ビス基盤の  【基本的考え方】  

○ 障害福祉計画に基づき、各地域において計画的にサービス基盤の整備を進める   

とともに、障害者福祉を担う人材の確保や、中山間地等におけるサざビスの確保  
取り組む。  

（人材の確保と資質の向上）  ○ 障害者福祉を担う人材の確保を図るため、平成19年8月に定められた福祉人材   

確保指針に基づき、労働環境の整備の推進や、キャリアパスに対応した研修体系等   

キャリアアップの仕組みの構築、福祉・介護サⅣビスの周知覇理解、潜在的有資格   

者等の参入の促進、多様な人材の参入・参画の促進等のための取組を進めていくべ   

き。  

○ キャリアと能力に見合う給与体系、適切な給与水準を確保するために、適切な報   
酬を設定すべき。また、専門性の高い人材の評価のあり方を検討すべき。  

○ 障害者自立支援法では、身近なところでサービス利用ができるよう、種々の規制   

緩和や多機能型事業所の特例など、小規模な市町村でもサ叫ビス確保に取り組むこ   

とが可能となるようにしている。また、介護保険サ岬ビス事業者が障害者にサービ   

スを提供した場合も、基準該当障害福祉サービスや特区制魔の活戸別こより、障害者   

自立支援法からの給付費が支給されるようにしている。  

引き続き、これらの制度について積極的な活用を図るペき。  

（中山間地等におけるサービス  

確保の在り方）  
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【基本的考え方】  

○障害者の虐待防止法制について検討す  

I I を図る。   

るとともに、成年後見制度等の利用促進  

（障害児の虐待防止法制につい  

て）  

○ 高齢者、児童について虐待防止法制が整備されている中で、現行法に基づく取組   

を行うとともに、障害者の虐待防止法制についても積極的に検討すべき。  

（権利擁護（成年後見等）の普及  

方策）  

○ 障害者の権利擁護を図るため、福祉サービスの利用に関する援助等を行うー一日常   

生活自立支援事業」や、市町村が成年後見制度を利用する場合の費用を助成する「成   

年後見制度利用支援事業」の活用を進めるべき。  

卿ユ虻：通過吐絵札と窒息⊆h，とを食塵⊥   今螢更1斬  
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